
第八次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３　　　

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ６年度の取組結果
取組結果への対応

（６→７年度）
関連数値目標

３-（１）-①
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（１）障害のある人への理解
の促進

健康福祉政策課
障害者福祉推進課

① 障害者条例に基づく広域専門指導員・地域相談員による地域に根差した周知・啓発活
動や各種広報媒体の使用、人権啓発に関する講演会・研修会の開催を通し、障害のある
人への理解の促進及び障害のある人に対する差別の解消に努めます。また、障害者条
例による各種施策の展開により、各種障害に対する正しい理解や偏見の解消に取り組み
ます。

・広域専門指導員による障害者条例
等の周知・啓発活動を年間3,610件
行いました。
・「障害のある人の人権」をテーマと
した講演会を実施しました。（参加人
数：540人）
・障害のある人の人権等をテーマと
した研修会や講習会を開催する団
体等へ講師の派遣や紹介を行いま
した。（派遣・紹介件数23件）
・県民の方に人権について正しい知
識と認識を深めてもらうため、障害
のある人の人権等をテーマとした人
権啓発ＤＶＤの貸出しを行いました。
（貸出件数：39件）

・引き続き、障害者条例及び障害者
差別解消法の周知・啓発活動に取り
組みます。
・「障害のある人の人権」をテーマと
した講演会を引き続き実施し、啓発
に努めます。
・講師の派遣及び紹介や人権啓発
DVDの貸出しについて、より多くの
方に活用していただき、人権につい
て正しい知識と認識を深めてもらえ
るよう、引き続き、事業の周知を図り
ます。

３－１　共生社会という考え方を知っ
ている県民の割合
３－２　障害のある人もない人も共に
暮らしやすい千葉県づくり条例に関
する周知・啓発活動の回数

３-（１）-②
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（１）障害のある人への理解
の促進

障害者福祉推進課

② パンフレットや「マンガでわかる障害者差別解消法」の配布等を通して、障害者条例と
併せ、障害者差別解消法についても周知・啓発を図るとともに、差別相談の多い分野等
を分析の上、その分野の関係者等に、より一層の周知・啓発を行っていきます。また、障
害者差別解消法の改正により民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されること
について、商工関係団体等と連携して民間事業者に対する周知を図ります。なお、障害
のある人に対しても合理的配慮の周知を引き続き行います。

・広域専門指導員等が、「マンガでわ
かる障害者差別解消法」等の広報
媒体を用いて同法を周知・啓発しま
した。
・令和5年度にあった差別相談のう
ち、件数の多かった医療や教育分野
に対して、広域専門指導員が障害者
条例等の周知・啓発活動を重点的
に行いました。

・引き続き、「マンガでわかる障害者
差別解消法」等の広報媒体を用いて
周知・啓発に努めていきます。
・引き続き、差別相談の多い分野等
を分析の上、その分野の関係者等
により一層の周知・啓発を行ってい
きます。

 

３-（１）-③
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（１）障害のある人への理解
の促進

生涯スポーツ振興課

③ パラスポーツフェスタや各種競技体験会において、様々なパラスポーツへの理解促進
につながる周知や、障害のある人とない人の交流を図り、多くの人を巻き込みながら、共
生社会形成の促進を図ります。
　また、東京2020 パラリンピック競技大会に向けた一連の取組を、そのレガシーとして受
け継ぐことができるよう推進していきます。

パラスポーツフェスタちばでは１５競
技を実施し、延べ3,966人が参加。と
うかつでは７競技を実施し、延べ
1,120人が参加した。いずれも東京
パラリンピックで実施された競技を
組み込んだ。
パラアスリート学校訪問事業は、小
中学校１７校、特別支援学校１３校
で2,681人が参加した。

パラスポーツフェスタちばでは１２競
技、とうかつ（野田市開催）では７～
８競技を実施予定。引き続き東京パ
ラリンピック実施競技も行っていく。
学校訪問事業では、人口が多い東
葛、葛南地域での実施校を増やし、
より多くの児童生徒に参加してもら
う。

３-（１）-④
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（１）障害のある人への理解
の促進

文化振興課

④ 障害のある人とない人が一緒に行うワークショップの実施や、障害のある人による作
品の展示等を通じて、障害のある人への理解の促進を図ります。
　また、「千葉県障害者芸術文化活動支援センター」と連携し、活用することで障害のある
人による文化芸術活動を推進し、社会参加や自立を促進するとともに、共生社会の実現
を目指します。

・障害者芸術文化活動支援センター
(以下、支援センター）を設置し、障害
のある人による文化芸術活動の振
興に取り組みました。
・支援センターの主催により、障害の
ある人への理解の促進や障害者芸
術文化活動に携わる人材の育成を
目的とする人材育成講座を計４回、
障害のある人とない人が一緒に行う
ワークショップを計３回実施しまし
た。
・支援センターの主催により障害の
ある人が制作した作品の展覧会を
開催しました。展覧会では、３２６点
の作品が展示され、１２日間の作品
展期間中に２，１７７人が訪れまし
た。また、より多くの人に障害のある
人が制作した作品に触れてもらうこ
とを目的として、県内公共施設や商
業施設等８箇所で作品の巡回展示
を実施しました。

・障害者芸術文化活動支援センター
（以下、支援センター）を設置し、相
談支援、人材育成、情報の収集・発
信、ネットワークの構築、発表等の
機会の創出等に引き続き取り組み、
障害者芸術の振興を図ります。
・支援センターとの契約期間を令和
９年度までの３年間とし、事業の質
の維持・向上、運営の安定を図りま
す。
・全国障害者芸術・文化祭サテライト
開催事業として、新たに障害の有無
に関らず誰もが楽しむことが出来る
演劇「バリアフリー演劇」の鑑賞会を
実施します。また、障害のある人とな
い人及び地域の様々な人との交流
を図るため、既存のワークショップ及
び展覧会を全国障害者芸術・文化
祭サテライト開催として拡充して実施
します。

３-（１）-⑤
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（１）障害のある人への理解
の促進

障害者福祉推進課
⑤ 実際に差別が起こっている事案では、「これは差別に当たる」という自覚がないまま差
別行為を行ってしまうというケースも見られるため、広域専門指導員による活動で蓄積し
た差別に関する報告書をホームページに掲載するなど啓発を行います。

・令和5年度の広域専門指導員の活
動内容を報告書にまとめ、県ホーム
ページに掲載しました。

・引き続き、広域専門指導員の活動
で蓄積した差別に関する報告書の
作成を通して啓発を行います。

３-（１）-⑥
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（１）障害のある人への理解
の促進

障害者福祉推進課
⑥ 障害のある人への差別の背景にある制度や慣習などの問題について、障害者条例に
基づく推進会議で議論し、改善を図ります。また、より専門的な分野に関しては、分野別
会議をもって対応します。

・推進会議において内容等を検討し
た「障害のある人に対する情報保障
のためのガイドライン」について、
県、関係機関、市町村及び民間事
業者等へ周知・啓発を行いました。

・引き続き、「障害のある人に対する
情報保障のためのガイドライン」の
周知を進め、県の他、市町村・民間
事業者等においても配慮の実践が
行われるよう協力を求めていきま
す。

３-（１）-⑦
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（１）障害のある人への理解
の促進

障害者福祉推進課
⑦ 「障害のある人に優しい取組を応援する仕組み」により、障害のある人への理解を広
げるために頑張っている取組を紹介します。

・障害のある人への理解を広げるた
めに頑張っている取組を県のホーム
ページに掲載し、紹介しています。

・引き続き、障害のある人への理解
を広げるために頑張っている取組を
紹介していきます。

３-（１）-⑧
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（１）障害のある人への理解
の促進

障害者福祉推進課
⑧ マスクの着用が困難な人など、障害特性により様々な状況で困難を抱える人への理
解の促進について、ホームページへの掲載など、広く県民や事業者に向けて周知を図り
ます。

・障害特性によりマスクの着用が困
難な人などへの理解促進について、
ヘルプマーク等の情報を県のホーム
ページに掲載し、周知しています。

・引き続き、障害特性により様々な
状況で困難を抱える人への理解促
進について周知していきます。
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施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ６年度の取組結果
取組結果への対応

（６→７年度）
関連数値目標

３-（２）-①
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（２）子どもたちへの福祉教
育の推進

健康福祉指導課

① 福祉教育への取組等を進める学校を引き続き年１８校程度福祉教育推進校として指
定し、その活動を支援します。その際、福祉教育をより効果的に推進するため、同じ地区
の福祉教育推進校と千葉県社会福祉協議会が指定する福祉教育推進団体が連携・協働
する「パッケージ指定」により、地域の社会資源や人材を活用した福祉教育プログラムの
協議・連携・企画・実践を行い、福祉教育を推進します。

・令和6年度指定校
　小学校8校、中学校6校、高等学校
6校
・福祉教育研究大会
　千葉県社会福祉センターで開催。

・福祉教育推進指定校を20校指定
し、地域で一体となった取組を行っ
ていきます。

３-（２）-②
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（２）子どもたちへの福祉教
育の推進

健康福祉指導課
② 福祉教育関係者を対象に福祉教育推進養成研修を開催し、福祉教育に関する必要な
知識・技能を身に付けるとともに、学校や地域における福祉教育の普及・活性化を目指し
ます。

・福祉教育推進員養成研修
　実施日
4/23（参集）、7/16～8/30（オンデマ
ンド）、7/29（参集）、8/20（参集）、
8/23（パッケージごとに地域で参集
の上、または私立学校毎に、オンラ
イン）
　修了者　53人

・本養成研修は、指定を受けた福祉
教育推進校及び福祉教育推進団体
が、必要な知識・技能を身につける
とともに他の学校や地域に福祉教育
を広める人材を育てることを目的に
開催しています。引き続き、指定を
受けた学校や団体の方々に受講し
ていただくよう取り組んでいきます。

３－３　福祉教育推進員養成研修の
修了者数

３-（２）-③
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（２）子どもたちへの福祉教
育の推進

学習指導課
特別支援教育課

③ 特別支援学校と近隣の小・中学校等の幼児児童生徒との交流及び共同学習を通し
て、障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒とが、共に尊重し合いながら協
働して生活していく態度を育むことを目指します。

・令和５年度に引き続き、総合教育
センターに配置している幼児教育ア
ドバイザーを活用し、障害のある幼
児に対する支援や配慮についての
指導助言や研修を行いました。
・交流及び共同学習を計画的・継続
的に実施したり、周知を図ってきた
特別支援学校に整備されたパラス
ポーツ用具の貸出や出前授業等の
取組を継続したりしました。

・幼児教育アドバイザーの活用増進
のため、広報の改善を図るとともに、
教育事務所担当から活用促進の働
きかけを行います。また、子育て支
援課や学事課と連携して周知してい
きます。
・引き続き、活動内容の工夫を図り
つつ交流及び共同学習を計画的に
実施したり、パラスポーツに関する
用具の貸し出しや障害者スポーツを
通した交流活動に取り組んだりしな
がら幼児児童生徒の障害者理解を
促進していきます。

３-（２）-④
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（２）子どもたちへの福祉教
育の推進

児童生徒安全課
④ 学校における授業等に資するよう、引き続き、公立幼・認定こども園・小・中・義務教育
学校・高等学校・特別支援学校の管理職や人権教育担当者に対し、障害者理解に関する
研修を実施します。

・県内の公立（千葉市を除く）幼・認
定こども園・小・中・義務教育学校・
高等学校の全教職員に配付する「学
校人権教育指導資料第45集」にて、
「千葉県多様性尊重条例」の基本理
念である「障害のある人もない人も、
互いの立場を尊重し合い、支え合い
ながら、安心して暮らし、個性と能力
を発揮して活躍している社会」を目
指すことを掲載しました。
・学校人権教育指導者研修にて、
「障害のある人の人権」をテーマに
講演しました。

・各種研修や通知等で、管理職や人
権教育担当者に対し、学校人権教
育指導資料第45集について周知を
行い、障害のある人の人権への理
解につなげます。

３-（２）-⑤
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（２）子どもたちへの福祉教
育の推進

健康づくり支援課

⑤ 県内の小学校に通う児童が、障害のある人、高齢者の特徴や関わり方について学ぶ
ための「地域リハビリテーション出前講座」を実施します。
　講座は授業の一環として行い、内容は、学校の希望を踏まえて調整することとし、理学
療法士、作業療法士又は言語聴覚士を講師として派遣します。

・県内の小学校及び高等学校に募
集を行い、応募のあった公立高校１
校で、職業紹介・講話をし、リハビリ
体験や福祉用具・自助具などを使用
した「地域リハビリテーション出前講
座」を実施しました。

・引き続き、高齢者や障害のある方
を含めた全ての人が安心して暮らす
ことの出来る地域社会の実現に向
け、子どもの頃から適切な健康感や
ノーマライゼーションの考え方を学
習することができるよう、希望する小
学校や中学校、高等学校にリハビリ
テーション専門職を派遣し体験講座
を行うことにより、地域リハビリテー
ションに対する関心を深める取組み
を行います。

３-（２）-⑥
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（２）子どもたちへの福祉教
育の推進

障害者福祉推進課
教育総務課

⑥ 学校において障害のある児童生徒等に適切な合理的配慮がなされるよう、県教育委
員会として、対応要領の周知等による職員への啓発等を行うほか、広域専門指導員等が
市町村教育委員会や学校等に対して障害のある人への理解を広げ、障害のある人への
差別をなくすための周知・啓発活動を行います。また、千葉県社会福祉協議会等と連携
し、福祉教育を推進するための方策について検討を行います。

・県立学校長会議や県立事務長会
議において、管理職に対し、「障害者
差別解消法に係る千葉県教育委員
会職員対応要領」の周知を行い、適
切な合理的配慮が提供されるように
促しました。
・広域専門指導員による学校等への
障害者条例等の周知・啓発活動を
年間334件行いました。

・引き続き、会議や研修の際に「障
害者差別解消法に係る千葉県教育
委員会職員対応要領」の周知を行
い、「合理的配慮の提供」の啓発に
努めていきます。
・引き続き、障害者条例及び障害者
差別解消法の周知・啓発活動に取り
組みます。

３-（３）-①
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（３）地域における権利擁護
体制の構築

障害福祉事業課
① 虐待を防止し、早期発見するために、市町村や障害者支援施設等に虐待防止アドバ
イザーを派遣し、関係者に理解を求め、権利擁護に係る体制の整備を図ります。

・管内市町村へ虐待防止アドバイ
ザー派遣の活用を改めて周知した
ため、数値目標を達成しました。

・引き続き市町村等に対して虐待防
止アドバイザーの周知を行います。
・また、虐待が認められた事業所へ
本制度の活用を促していきます。

３－４　虐待防止アドバイザー派遣
数
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第八次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３　　　

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ６年度の取組結果
取組結果への対応

（６→７年度）
関連数値目標

３-（３）-②
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（３）地域における権利擁護
体制の構築

障害者福祉推進課
障害福祉事業課

② 県において障害者虐待の通報・届出を受けた場合や、虐待事案を覚知した場合、障害
者虐待防止法の対応スキームに即して、迅速な対応に努めます。その際、市町村や警
察、労働局など関係する機関と適宜連携を図り、的確な対応を行います。複数又は県外
の市町村が関わることとなる事案などについては、県において必要な調整・協力を行いま
す。また、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の改正により、令和６年４月か
ら精神科病院における虐待防止の措置や、虐待を発見した際の通報が義務化されること
から、県は、各精神科病院へ虐待を防止するため必要な措置を講ずるよう周知するととも
に、虐待等の通報を受理した場合は、必要に応じて調査及び指導を行います。

・県において虐待事案を覚知した場
合は、迅速に市町村や労働局等関
係機関へ繋ぎ調整や協力を行いま
した。
・令和6年4月1日より、精神科病院に
おける業務従事者による障害者虐
待に係る対応窓口を設置し、専用の
電話回線により通報等に対応しまし
た。
　令和6年度は304件の通報等があ
り、必要に応じて病院への報告徴収
等の対応を行いました。
　令和6年度は、5件の虐待を認定
し、病院への指導を行いました。

・引き続き関係機関に対して調整や
協力を行います。
・引き続き、各精神科病院へ虐待を
防止するため必要な措置を講ずるよ
う周知するとともに、虐待の通報等
を受理した場合は、必要に応じて調
査及び指導を行います。

３-（３）-③
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（３）地域における権利擁護
体制の構築

障害福祉事業課
③ 家族等の養護者に対する支援の一環として、障害のある人やその家族、関係機関を
含めた県民向けの講演会等を開催し、虐待防止や権利擁護への理解促進、啓発を行い
ます。また、当事者等により実施される権利擁護のための取組を支援します。

・病院、保育、一般の方向けに障害
者虐待に関する講演会を実施し、障
害者虐待防止や権利擁護の理解促
進、啓発を行いました。

・引き続き、講演会を実施し、理解促
進、啓発を行います。

３-（３）-④
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（３）地域における権利擁護
体制の構築

障害福祉事業課

④ 障害者支援施設等に配置される虐待防止責任者（虐待防止マネージャー）に対する研
修を実施し、施設内部における研修の実施を支援します。さらに、各施設における権利擁
護に関する意識の醸成や虐待の発生しにくい環境づくりを支援するため、施設の管理職
に対する研修も実施します。

・施設管理者、虐待防止責任者を対
象に研修を行い、その内容について
施設内で伝達していただくよう実施
しました。

・引き続き、権利擁護に関する意識
の醸成や虐待の発生しにくい環境づ
くりを支援していくため研修を行いま
す。

３-（３）-⑤
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（３）地域における権利擁護
体制の構築

障害福祉事業課
⑤ 雇用する障害のある人の人権や障害者虐待についての理解を深めるため、労働局と
連携を図り、障害のある人を雇用する事業主等を対象に虐待防止・権利擁護に関する研
修を実施します。

・労働局と連携し、障害者を雇用す
る雇用主を対象に研修を行いまし
た。

・引き続き、労働局と連携し研修を行
います。

３-（３）-⑥
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（３）地域における権利擁護
体制の構築

障害福祉事業課
⑥ 虐待の通報や届出を受け付ける市町村によって対応に差異が生じないよう、虐待防
止業務を担う市町村職員に対し、虐待防止・権利擁護に関する研修を実施するとともに、
適宜情報交換を行うことで、虐待防止に関する受付体制の確保・充実に努めます。

・市町村に対し、演習形式を採用し
た研修を実施する等情報交換を行
えるよう研修運営を行いました。

・引き続き、市町村に対する研修を
実施し、虐待防止に関する受付体制
の充実を図ります。

３-（３）-⑦
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（３）地域における権利擁護
体制の構築

健康福祉指導課
⑦ 成年後見を必要とする人が成年後見制度を利用できるよう、権利擁護支援の行政計
画等の策定推進において、市町村等が行う利用促進のための計画策定、中核機関の整
備など地域連携ネットワークづくりに対して、専門職の派遣などの支援を行います。

・市町村における成年後見制度の利
用に関する地域連携ネットワーク構
築を促進するための体制整備に向
け、弁護士や社会福祉士などをアド
バイザーとして市町村等に派遣する
とともに、家庭裁判所、市町村や市
町村社会福祉協議会等が出席し、
取組事例の共有や意見交換等を行
う県域会議や市町村の役割や中核
機関の重要性について説明し、各自
治体の課題の共有等を行う地区別
意見交換会を開催しました。

・引き続き、アドバイザーの派遣や会
議の開催等により、市町村における
成年後見制度の利用に関する地域
連携ネットワーク構築の促進を図り
ます。

３－６　成年後見制度利用促進基本
計画を策定した市町村数

３-（３）-⑧
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（３）地域における権利擁護
体制の構築

健康福祉指導課
⑧ 成年後見制度への正しい理解の促進や権利擁護の担い手の育成のため、本人や、
家族・市町村・市町村社会福祉協議会など支援者の立場それぞれに応じた研修を引き続
き行います。

・成年後見制度の正しい理解や利用
の促進を図るため、千葉県社会福
祉協議会を通じて、市町村、市町村
社会福祉協議会、県民に対して、研
修会や制度を周知するための講習
会等を実施しました。

・成年後見制度の正しい理解や利用
の促進が図られるよう、引き続き、研
修会の開催や制度の周知を行いま
す。

３-（３）-⑨
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（３）地域における権利擁護
体制の構築

障害者福祉推進課
⑨ 策定した職員対応要領の適切な運営に努めるとともに、県職員による障害を理由とす
る差別を防ぎ、合理的配慮を的確に行うため、県職員に対する研修を実施します。

・新規採用職員研修において障害者
差別解消法及び職員対応要領等を
周知しました。
・令和6年10月に知事務局、企業
局、病院局の新任管理職向けの研
修会をオンデマンド形式で実施しま
した。

・今後も千葉県職員が適切な合理的
配慮を行うことができるよう、必要な
研修等を実施します。

３-（３）-⑩
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（３）地域における権利擁護
体制の構築

障害者福祉推進課
⑩ 障害のある人にとって最も身近な行政機関である市町村において、その職員による障
害を理由とした差別が生じないよう、まだ職員対応要領を策定していない県内市町村に
対し、職員対応要領の策定を呼び掛けます。

・会議等の場において策定を依頼
し、適宜情報提供を行いました。令
和7年4月時点で県内51市町村が対
応要領を策定しています。

・引き続き、各市町村において対応
要領が策定されるよう、情報提供等
の支援を行っていきます。

３－５　職員対応要領を策定した市
町村数

３-（４）-①
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（４）地域における相談支援
体制の充実

障害者福祉推進課
① 障害を理由とした差別の相談窓口である広域専門指導員や地域相談員について、障
害者差別解消法や障害者条例の周知とともに、関係機関や県民への広報に努めます。

・広域専門指導員による障害者条例
等の周知・啓発活動を年間3,610件
行いました。

・引き続き、障害者条例及び障害者
差別解消法の周知・啓発活動に取り
組みます。

３-（４）-②
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（４）地域における相談支援
体制の充実

障害者福祉推進課

② 障害を理由とした差別の相談に適切に対応するため、広域専門指導員や地域相談員
のより有効な活用方法を検討しつつ、研修等を通じた相談対応力の強化を図っていきま
す。また、様々な分野の差別相談にも対応できるよう、広域専門指導員、地域相談員及
び市町村の連携強化に努めます。

・広域専門指導員の資質向上を目
的とした連絡調整会議を年間11回
開催し、事例検討や講師による講義
等を実施しました。
・市町村自立支援協議会等の会議
に広域専門指導員が参加する等、
市町村との連携強化に努めました。

・広域専門指導員等の研修を充実さ
せ、相談対応力の強化を図っていき
ます。
・引き続き、市町村との連携強化に
努めます。

３-（４）-③
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（４）地域における相談支援
体制の充実

障害福祉事業課
③ 障害のある人の当事者団体や家族会等との連携の下、市町村における自立支援協
議会等への相談支援アドバイザーの派遣を通じて、相談支援活動の充実を図り、障害の
種別や当事者の必要性に応じた相談支援体制の整備を図ります。

・相談支援アドバイザーの派遣を13
件行いました。

・引き続き相談支援アドバイザーを
自立支援協議会等へ派遣すること
により、相談支援体制の整備等を支
援します。

３-（４）-④
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（４）地域における相談支援
体制の充実

障害福祉事業課
④ 相談支援事業に従事する職員へ障害者虐待対応の知識及び技術の習得までの権利
擁護の内容を含んだ研修を実施します。

・県又は指定事業者が開催する研
修を通じて、障害者の虐待防止につ
いて講義を行いました。

・引き続き研修の開催を通して、障
害者虐待の未然防止、早期発見に
取り組みます。
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第八次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３　　　

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ６年度の取組結果
取組結果への対応

（６→７年度）
関連数値目標

３-（４）-⑤
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（４）地域における相談支援
体制の充実

障害者福祉推進課
⑤ 障害者差別解消支援地域協議会が各市町村に設置されるよう、必要な助言や情報提
供を行い支援します。また、設置された地域協議会の役割が十分に果たせるよう、取組
状況や課題等を把握するとともに、必要に応じて研修を実施するなど、支援を行います。

・障害者差別解消支援地域協議会
が設置されるよう市町村に情報提供
を行いました。令和7年4月時点で県
内全市町村において地域協議会が
設置されました。

・引き続き、各市町村において設置
された地域協議会の活動が活性化
されるよう、情報提供等の支援を
行っていきます。

３－７　障害者差別解消支援地域協
議会を設置した市町村数

３-（４）-⑥
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（４）地域における相談支援
体制の充実

障害福祉事業課
⑥ 相談支援の現場等において意思決定支援の仕組みを理解し、意思決定に基づく障害
福祉サービスが提供されるよう、意思決定支援ガイドライン等を活用した研修を開催する
などにより、周知・啓発を図ります。

・相談支援従事者研修において、意
思決定支援に関する講義を行いまし
た。
・相談支援従事者に対する専門コー
ス別研修（意思決定支援）を開催し、
３６人が修了しました。

・引き続き相談支援従事者研修にお
いて、意思決定支援に関する講義を
行うとともに、相談支援従事者に対
する専門コース別研修（意思決定支
援）を開催します。

３-（５）-①
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（５）手話通訳等の人材の育
成、手話等の普及促進

障害者福祉推進課

① 手話通訳者については、養成研修事業を着実に実施するとともに、募集人員等の拡
大を図っていきます。手話通訳技術のみならず、聴覚障害のある人の歴史・文化を理解
し、社会情勢に応じた通訳が実施できるよう手話通訳者の養成に努めます。あわせて、
現任の手話通訳者に対しても、今後、派遣依頼の増加により、通訳内容が多岐にわた
り、より専門性の高い内容について通訳を求められる場合が出てくると想定されることか
ら、様々な場面に対応できるよう、研修の実施等により技術向上を図ります。また、要約
筆記者についても養成研修事業を着実に実施していくとともに、受講者を増やすために受
講募集の周知を図ります。

・手話通訳者の養成については、レ
ベル別の養成講座を実施しました
が、最終課程の修了者は２６名でし
た。
・要約筆記者についてもレベル別の
養成講座を実施した結果、最終課程
の修了者は９名でした。

・今後も引き続き、手話通訳者・要約
筆記者の養成に取り組んでいくと共
に、県ホームページ等を活用して養
成講座の周知を図ります、

３－９　手話通訳者実養成講習修了
者数
３－１０　要約筆記者実養成講習修
了者数

３-（５）-②
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（５）手話通訳等の人材の育
成、手話等の普及促進

障害者福祉推進課
② 手話通訳者及び要約筆記者養成研修に資するため、手話通訳者及び要約筆記者養
成のための指導者育成を引き続き実施します。

・指導者育成のため、手話通訳者及
び手話奉仕員の講師養成研修を実
施しました。

・今後も引き続き、手話通訳・要約筆
記の指導者養成に努めます。

３-（５）-③
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（５）手話通訳等の人材の育
成、手話等の普及促進

障害者福祉推進課
③ 盲ろう者向け通訳・介助員については、養成研修事業の内容の充実と受講募集の周
知を図ります。

・県ホームページ等により、養成研
修の周知を図りました。

・今後も引き続き、県ホームページ
等を活用して養成研修の周知を図
り、より多くの盲ろう者向け通訳・介
助員の要請を図ります。

３－１１　盲ろう者向け通訳・介助員
実養成講習修了者数
３－１３　盲ろう者向け通訳・介助員
派遣実利用件数

３-（５）-④
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（５）手話通訳等の人材の育
成、手話等の普及促進

障害者福祉推進課
④ 点訳・朗読奉仕員については、養成研修事業の内容の充実と受講募集の周知を図り
ます。

・点訳奉仕員については３６名、朗読
奉仕員については３４名の受講があ
り、うち修了者はそれぞれ３１名、１７
名でした。

・今後とも周知に取り組むほか、より
多くの受講者に課程を修了していた
だけるよう引き続き内容の充実に努
めていきます。

３－８　点訳・朗読奉仕員の養成人
数

３-（５）-⑤
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（５）手話通訳等の人材の育
成、手話等の普及促進

障害者福祉推進課
⑤ 失語症者向け意思疎通支援者については、引き続き県で養成講習を行うとともに、市
町村での派遣事業の実施について働きかけていきます。

・失語者向け意思疎通支援者育成
のため、県言語聴覚士会へ委託し、
養成研修を実施しました。

・養成研修の充実を図り、失語症の
理解がさらに広がるよう取り組みま
す。

３－１４　失語症者向け意思疎通支
援者実養成講習修了者数

３-（５）-⑥
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（５）手話通訳等の人材の育
成、手話等の普及促進

障害者福祉推進課
⑥ 市町村域を越えた手話通訳者・要約筆記者の派遣や夜間・緊急時の派遣に円滑な対
応ができるよう、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業を実
施します。

・市町村域を越えた場合等、単独市
町村での派遣が困難な場合に手話
通訳者等の派遣に係る市町村間の
連絡調整事業を行いました。

・今後とも、手話通訳者等の円滑な
派遣体制の整備及び充実の努めま
す。

３－１２　手話通訳者・要約筆記者派
遣実利用件数

３-（６）-①
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課
① 情報コミュニケーションを支援するため、意思疎通支援事業の強化を図っていきます。
手話言語等条例第１１条に記載されているように、手話通訳者、手書き要約筆記者、パソ
コン要約筆記者等の派遣体制の整備及び充実に努めます。

・手話通訳者・要約筆記者の派遣事
業を実施した結果、合わせて４３３件
の利用がありました。

・今後も手話通訳者・要約筆記者等
の派遣体制の整備及び充実に努め
ます。

３-（６）-②
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課
② 手話言語等条例等の周知を図るため、チラシや冊子などの資料を活用し、広く県民へ
の周知・啓発に努めます。

・手話学習冊子を作成し、市町村等
に配布し、手話等の周知・啓発を行
いました。

・今後も手話言語条例等の普及啓
発に努めます。

３-（６）-③
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課
③ 手話が県民に身近なものとなるように、簡単な手話が掲載された学習用冊子を活用
し、県民への浸透を図ります。

・手話学習冊子を作成し、市町村等
に配布し、手話等の周知・啓発を行
いました。

・今後も、手話が県民にとって身近
なものになるように広報を継続しま
す。

３-（６）-④
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課
④ 県民が手話等を学ぶ機会を確保するため、県のホームページにおいて、手話を学ぶ
サークル等の情報を紹介し、学習機会の確保に努めるとともに、県の職員が手話等を学
習するための研修を実施します。

・県職員向け手話講習会を開催しま
した。

・今後もより多くの職員の理解が深
まるよう、手話に関する情報発信
や、県職員への講習を継続します。

３-（６）-⑤
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課
⑤ 地域によって手話通訳者や要約筆記者の派遣に差異が生じないよう市町村へ働きか
けるとともに、広域的な派遣を円滑に実施できるよう、市町村相互間の連絡調整体制を整
備します。

・手話通訳者、要約筆記者の派遣に
関する市町村からの問合せに対して
は、可能な限り地域ごとの差異が出
ないようにすることを念頭に対応しま
した。

・今後も市町村への働きかけを行う
とともに、市町村相互間の連絡調整
体制を整備します。

３-（６）-⑥
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課
⑥ 障害特性に合ったコミュニケーションを支援するためにヒアリングループ等のコミュニ
ケーションを支える機器の設置を行政機関等の関係機関に働きかけ、コミュニケーション
支援の普及と、それが使える地域の環境づくりを目指します。

・コミュニケーション支援の普及のた
め、ヒアリングループの庁内向け貸
し出しを実施しました。

・今後もヒアリングループの貸し出し
を継続するとともに、コミュニケーショ
ンを支える機器の設置を行政機関
等に働きかけます。

３-（６）-⑦
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課
⑦ 障害者ＩＴサポートセンターや障害のある人向けのパソコン教室について、市町村に対
し周知を図るとともに、点字や音声による広報等でも周知し、利用者・受講者の増加に努
めることで、障害のある人の情報通信技術の利用・活用の拡大を図ります。

・音声読上げに対応している県ホー
ムページ及び受託事業者のホーム
ページにおいて周知を行いました。

・今後とも同様の方法で周知に取り
組んでいきます。
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第八次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３　　　

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ６年度の取組結果
取組結果への対応

（６→７年度）
関連数値目標

３-（６）-⑧
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

危機管理政策課

⑧ 災害時の避難情報の伝達については、迅速な避難を促すため防災行政無線や広報
車、携帯端末の緊急速報メール等複数の手段を組み合わせ、障害の種別等に配慮した
手段を用いることとします。また、避難所等での情報コミュニケーション支援の取組など、
災害時の対応について市町村の取組を促します。

・令和6年10月20日に実施した九都
県市合同防災訓練（実動訓練）にお
いて、市が主体となって実施する避
難所運営訓練の中で、要配慮者（障
害者等）の受入れ対応に係る訓練を
行いました。
・災害時の避難情報の伝達に当たっ
ては、様々な手段を組み合わせて行
うとともに、障害のある方を含む要
配慮者の避難のポイント等につい
て、関係団体に対して、研修等の場
で周知を行いました。
・防災情報のバリアフリー化を進め
るため、視覚障害者向けハザード
マップサービスの導入に向けた準備
を進めました。

・引き続き、各種防災訓練において、
障害者等に配慮した避難所運営等
が実施できるよう、市町村の取組を
促していきます。さらに、令和7年度
は内閣府モデル事業「避難生活支
援リーダー/サポーター研修」を富津
市で実施する予定であり、避難所に
おけるコミュニケ－ション支援に繋げ
ていきます。
・引き続き、災害時の避難情報の伝
達に当たっては、様々な手段を組み
合わせて行うとともに、関係団体へ
の周知を行うなど、障害のある方の
迅速かつ適切な避難に繋がる取組
みを進めます。
・視覚障害者向けハザードマップ
サービスを導入し、防災情報のバリ
アフリー化を進めていきます。

３-（６）-⑨
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課
⑨ 視聴覚障害者情報提供施設の安定した運営のために、現在行っている運営費の助成
を継続し、施設機能の整備、充実を図ります。

・聴覚障害者・視覚障害者情報提供
施設の安定した運営のために、運営
費の助成を行いました。

・今後も、国の要綱に基づきながら
助成を継続します。

３-（６）-⑩
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課

⑩ 視覚障害、聴覚障害等、各種障害のある人に対し、行政の職員などが障害のある人
と情報のやり取りをする際にどのような配慮を行うべきか示すため定めた「障害のある人
に対する情報保障のためのガイドライン」が幅広く活用されるよう、市町村をはじめとした
関係機関や民間事業者への周知に努め、障害特性に応じた必要な配慮を行うよう働きか
けます。

・市町村から講師派遣依頼があった
市町村職員向け研修において、「障
害のある人に対する情報保障のた
めのガイドライン」を配付し、必要な
配慮を行うよう働きかけました。
・「障害のある人に対する情報保障
のためのガイドライン」について、県
のホームページに掲載し、広く周知
しています。

・引き続き、「障害のある人に対する
情報保障のためのガイドライン」を周
知し、市町村をはじめとした関係機
関や民間事業者においても必要な
配慮が行われるよう働きかけていき
ます。

３-（６）-⑪
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課
⑪ 放送事業者における緊急災害時のテレビ放送について、字幕や手話通訳の付与、テ
ロップの読み上げ等、障害特性に配慮した情報提供の一層の充実がなされるよう、国に
働きかけます。

・国の施策に対して、「聴覚や視覚に
障害のある人に対する緊急災害時
や選挙の際の情報保障」を要望しま
した。

・引き続き、障害者差別解消法の趣
旨である共生社会実現のため、国に
働きかけていきます。

３-（６）-⑫
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

市町村課

⑫ 視覚障害のある人に選挙権の行使に必要な情報を提供するため、引き続き選挙公報
の点訳版や音訳版を作成・配布します。また、障害特性に配慮した投票所のバリアフリー
化のほか、不在者投票の適切な実施の促進により、投票所での投票が困難な障害のあ
る人の投票機会の確保に努めます。

・衆議院議員総選挙及び千葉県知
事選挙において、選挙公報の点訳
版や音声版を作成・配布しました。
・投票所における障害者への便宜供
与に努めるほか、不在者投票制度
や代理投票制度についても、市町村
の協力を得て、対象者に周知が図ら
れるよう努めました。

・令和7年度執行予定の参議院議員
通常選挙においても、引き続き選挙
公報の点訳版や音声版を作成・配
布します。
・引き続き、投票所のバリアフリー化
や投票所における障害者への便宜
供与が図られるよう、市町村に依頼
します。

３-（６）-⑬
３障害のある人への理解を
広げ権利を擁護する取組の
推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

報道広報課
⑬ 障害の有無にかかわらず、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく
利用できるよう、「千葉県ホームページウェブアクセシビリティ方針」に基づき、ホームペー
ジにおけるアクセシビリティの向上に努めます。

・所属から公開承認を依頼された
個々のページに対し、適切なウェブ
アクセシビリティ対応が施されている
か審査を行いました。
・ウェブアクセシビリティ方針の取組
状況を確認するため、適合試験（定
量的比較及びmiCheckerによる検
証）を実施しました。

・適合試験結果及びウェブアクセシ
ビリティ方針に基づき、ホームページ
におけるアクセシビリティのさらなる
向上に努めます。
・改正JIS規格へ対応します（高齢者
や障害者等への対応の強化）。※次
回改正に合わせ修正を行います。
（現時点で内容未定：前回改正2016
年）
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